
九州大学学術情報リポジトリ
Kyushu University Institutional Repository

清朝前期の心学について

李, 鳳全
九州大学大学院

https://doi.org/10.15017/18139

出版情報：中国哲学論集. 19, pp.36-53, 1993-10-10. 九州大学中国哲学研究会
バージョン：
権利関係：



清
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て
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本
論
文
で
は
清
王
朝
の
順
治
帝
か
ら
粛
正
帝
の
時
期
に
お
け
る
、
い
わ
ゆ
る
清
王
朝
前
期
の
心
学
を
検
討
し
た
い
。
こ
の
時
期
は
明
王

朝
が
解
体
し
、
清
王
朝
の
支
配
シ
ス
テ
ム
が
徐
々
に
確
立
し
、
安
定
し
て
い
く
時
期
で
あ
る
。
清
王
朝
が
前
の
王
朝
と
異
な
る
重
要
な
点

は
、
異
民
族
王
朝
と
し
て
中
国
を
支
配
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
政
治
的
、
軍
事
的
に
中
国
を
支
配
す
る
と
共
に
、
思
想
文
化
な
い
し

経
済
の
面
に
お
い
て
漢
民
族
の
文
化
伝
統
を
ど
の
よ
う
に
利
用
す
る
か
、
そ
し
て
漢
民
族
の
知
識
人
を
ど
の
よ
う
に
支
配
す
る
か
と
い
う

こ
と
が
重
要
な
問
題
で
あ
っ
た
。

　
一
方
、
心
学
を
中
心
と
す
る
明
代
思
想
文
化
は
清
朝
に
も
流
れ
こ
ん
だ
。
明
代
心
学
つ
ま
り
王
学
は
、
本
心
へ
の
集
約
を
思
惟
傾
向
と
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し
て
も
ち
、
　
「
心
の
本
体
は
万
理
具
足
す
」
を
基
本
理
論
と
し
、
主
体
性
の
確
立
を
め
ざ
す
哲
学
思
想
で
あ
る
。
そ
し
て
「
良
知
は
人
々

皆
具
う
」
か
ら
「
人
々
皆
具
う
る
は
良
知
」
へ
の
展
開
過
程
に
は
、
　
「
社
会
の
進
歩
思
想
を
あ
る
程
度
肯
定
す
る
こ
と
と
社
会
の
既
存
形

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

態
を
あ
る
程
度
否
定
す
る
こ
と
」
も
現
実
化
し
た
。
こ
の
過
程
に
お
い
て
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
左
派
王
学
で
、
王
学
の
主
体
性
の
確
立

に
つ
い
て
の
思
想
を
無
制
限
に
拡
大
し
、
い
わ
ゆ
る
横
流
を
生
ず
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
い
か
な
る
中
央
集
権
王
朝
に
対
し

て
も
大
い
な
る
脅
威
で
あ
り
、
異
民
族
と
し
て
中
国
を
支
配
す
る
清
王
朝
は
最
も
警
戒
感
を
持
っ
た
の
で
あ
る
。

　
本
論
文
は
新
し
い
王
朝
i
清
王
朝
の
支
配
者
が
心
学
に
対
し
て
と
っ
た
姿
勢
及
び
こ
の
時
の
心
学
者
の
あ
り
方
を
検
討
し
な
が
ら
、

心
学
の
特
性
に
つ
い
て
考
察
し
て
お
き
た
い
。
ま
た
、
心
学
史
の
広
い
範
囲
か
ら
検
討
す
れ
ば
、
心
学
派
そ
の
も
の
は
そ
の
最
終
段
階
い
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わ
ゆ
る
終
焉
を
迎
え
た
が
、
　
「
民
族
全
体
の
精
神
的
な
富
の
一
部
分
と
し
て
積
み
重
ね
ら
れ
た
。
」
従
っ
て
、
清
王
朝
前
期
の
心
学
を
心
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学
史
の
一
発
展
段
階
と
し
て
研
究
す
る
こ
と
は
、
心
学
史
と
心
学
研
究
史
に
対
し
て
重
要
な
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。

一
、
清
王
朝
の
二
重
性
格

　
清
朝
前
期
、
順
治
帝
（
在
位
一
六
四
四
～
一
六
六
一
）
は
一
六
四
四
年
北
京
に
入
っ
て
か
ら
、
清
王
朝
の
中
国
を
支
配
し
始
め
た
。
順

治
帝
在
位
の
一
八
年
間
、
清
王
朝
の
「
八
旗
軍
」
に
よ
り
中
国
全
土
（
雲
南
・
福
建
な
ど
個
別
の
地
方
の
ほ
か
）
を
鎮
圧
し
た
。
康
煕
帝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
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）

（
在
位
一
六
六
二
～
一
七
二
二
）
は
さ
ら
に
三
岳
事
件
（
一
六
七
三
～
一
六
八
一
）
を
武
力
で
解
決
し
、
台
湾
を
統
一
し
た
（
一
六
八
三
）
。

こ
の
よ
う
に
、
中
国
は
四
十
年
経
っ
て
ほ
ぼ
統
一
さ
れ
た
。
戦
争
の
勝
利
と
同
時
に
政
治
支
配
の
系
統
特
に
中
央
政
権
も
固
め
始
ま
っ
た
。

そ
の
政
治
方
針
は
勿
論
ま
ず
満
洲
貴
族
を
始
め
と
す
る
満
洲
族
の
特
権
と
利
益
を
守
る
こ
と
で
あ
る
。
国
家
の
軍
事
、
政
治
に
関
し
て
の

秘
密
の
事
務
は
漢
民
族
の
官
僚
ら
が
参
与
で
き
な
い
。
し
か
し
、
少
人
数
の
民
族
が
漢
民
族
を
支
配
す
る
に
は
、
漢
民
族
の
官
僚
ら
の
協

力
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
「
漢
を
以
て
漢
を
治
む
」
と
い
う
政
策
で
あ
る
。
満
洲
族
の
支
配
者
は
満
洲
（
今
の
中
国
東
北
地

方
）
に
お
け
る
時
、
降
伏
し
た
漢
民
族
の
官
僚
、
将
軍
を
任
用
す
る
方
針
を
決
め
た
。
中
国
の
中
心
部
に
入
っ
て
か
ら
、
上
の
方
針
を
継

承
し
な
が
ら
、
科
挙
を
通
じ
て
知
識
人
を
選
ぶ
。
ま
た
清
王
朝
の
支
配
者
は
初
期
の
議
政
王
、
大
臣
会
議
か
ら
内
閣
制
へ
、
内
閣
制
か
ら

軍
機
処
へ
移
行
す
る
と
倶
に
、
漢
官
僚
ら
も
最
高
機
関
に
入
っ
た
（
決
定
権
は
勿
論
皇
帝
の
手
に
あ
る
）
。
吏
、
戸
、
礼
、
兵
、
刑
、
工

の
六
部
に
、
満
引
尚
書
各
々
一
人
、
侍
郎
各
々
二
人
が
あ
り
、
最
終
の
決
定
権
は
満
洲
族
の
皇
帝
の
と
こ
ろ
に
あ
る
が
、
　
「
満
漢
一
体
」

と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
や
は
り
役
に
立
っ
た
。

　
一
方
、
満
洲
皇
帝
は
、
　
「
我
が
祖
宗
が
開
創
以
来
、
軽
質
の
利
、
以
て
天
下
に
威
し
、
暴
を
伐
し
て
民
を
安
ん
じ
、
海
内
を
平
定
す
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
　
ビ
ラ
イ

と
い
っ
て
軍
事
的
、
政
治
的
な
優
位
性
と
自
信
を
強
く
示
し
た
と
共
に
、
モ
ン
ゴ
ル
の
元
王
朝
が
、
元
祖
忽
必
烈
の
中
国
統
一
か
ら
百
年

足
ら
ず
で
、
滅
ぼ
さ
れ
た
と
い
う
教
訓
を
汲
み
取
っ
た
上
で
、
自
他
の
文
化
レ
ベ
ル
の
差
異
を
は
っ
き
り
見
る
。
　
「
漢
人
の
学
問
、
倶
に

根
抵
あ
り
」
　
（
康
煕
起
居
注
、
二
十
六
年
五
月
十
一
日
中
と
認
識
し
、
将
来
、
文
化
の
面
で
敗
れ
る
こ
と
を
危
惧
し
、
満
大
臣
に
次
の
よ

う
に
言
っ
た
。

　
　
漢
人
の
学
問
は
満
洲
に
勝
る
こ
と
百
倍
な
り
。
半
盲
だ
嘗
て
知
ら
ず
。
但
だ
皇
太
子
の
導
爆
に
耽
る
を
縢
る
る
の
み
。
漢
人
に
任
せ
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な
ん
じ
ら

　
ず
、
朕
、
自
ず
か
ら
講
働
を
行
う
所
以
な
り
。
今
、
皇
太
子
、
略
ぼ
漢
文
に
通
じ
…
…
爾
は
惟
だ
若
妻
（
皇
太
子
の
漢
人
輔
導
官
）
を

　
引
い
て
皇
太
子
を
奉
侍
す
る
の
み
。
導
く
に
満
洲
の
礼
法
を
以
て
し
て
、
漢
習
に
染
む
こ
と
な
け
れ
ば
可
な
り
。
…
…
近
く
衆
人
及
び

　
諸
王
以
下
、
そ
の
心
は
、
皆
、
行
猟
を
願
わ
ず
。
朕
、
未
だ
嘗
て
聞
か
ず
。
但
し
、
満
洲
、
若
し
こ
の
業
（
満
洲
の
武
備
、
八
旗
軍
）

　
を
廃
せ
ば
、
即
ち
に
漢
人
と
為
る
。
こ
れ
豊
に
国
家
の
為
に
久
遠
を
計
る
も
の
な
ら
ん
や
。
文
臣
の
中
、
朕
の
漢
俗
を
習
う
こ
と
を
願

　
う
者
、
頗
る
多
し
。
漢
俗
、
何
の
学
び
難
き
こ
と
か
有
る
。
一
た
び
漢
俗
に
入
れ
ば
、
即
ち
大
い
に
祖
、
父
の
明
訓
に
背
く
。
朕
、
誓
っ

　
て
こ
れ
を
為
さ
ず
。
…
…
（
同
前
、
二
十
六
年
六
月
初
七
日
）

　
以
上
の
言
葉
は
、
次
の
二
つ
の
問
題
を
表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
第
一
の
点
。
い
か
な
る
王
朝
の
初
期
と
同
じ
よ
う
に
、
清
王
朝
も
基
本
政
策
の
転
機
点
に
直
面
し
て
お
り
、
つ
ま
り
、
武
功
と
文
治
の

二
者
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
調
整
す
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
漢
民
族
の
王
朝
で
あ
れ
ば
、
武
功
か
ら
文
治
へ
と
変
る
の
は
、
い
わ
ゆ

る
創
業
の
時
代
か
ら
守
業
の
時
代
へ
と
転
換
す
る
こ
と
で
あ
り
、
障
害
は
な
い
が
、
清
朝
の
場
合
、
立
国
の
根
本
に
あ
る
満
洲
「
八
旗
兵
」

の
存
続
問
題
が
か
ら
ん
で
お
り
、
妥
協
は
困
難
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
。
し
か
し
、
社
会
が
安
定
す
る
と
、
　
「
近
く
衆
人
及
び
諸
王
以
下
、

そ
の
心
は
、
皆
、
行
猟
を
願
わ
ず
」
と
な
る
の
は
、
人
間
の
自
然
な
流
れ
で
あ
る
。
こ
こ
で
康
煕
帝
は
、
　
「
皇
太
子
に
漢
習
を
耽
る
」
こ

と
、
満
洲
の
武
備
が
弱
ま
る
な
ど
の
こ
と
を
恐
れ
る
が
、
満
洲
の
文
化
よ
り
レ
ベ
ル
の
高
い
漢
民
族
の
文
化
、
つ
ま
り
「
満
洲
に
勝
る
こ

と
百
倍
」
の
「
漢
人
の
学
問
」
に
周
囲
を
囲
ま
れ
た
中
で
、
漢
習
に
染
ま
な
い
、
追
申
を
習
わ
な
い
と
い
う
こ
と
は
完
全
に
不
可
能
な
こ

と
で
あ
る
。
勿
論
、
彼
の
言
う
通
り
、
　
「
こ
の
業
（
満
洲
の
武
備
、
八
旗
兵
）
を
廃
せ
ば
、
即
ち
に
漢
人
と
為
る
」
。
つ
ま
り
、
自
分
よ

り
百
倍
の
量
の
漢
民
族
を
暴
力
で
支
配
す
る
こ
と
が
一
番
大
切
で
、
こ
れ
を
失
え
ば
、
自
分
の
民
族
さ
え
無
く
な
る
。
康
煕
帝
の
時
代
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
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も
、
満
洲
の
武
備
、
武
力
は
弱
体
化
し
た
。
こ
の
状
況
は
雍
正
の
即
位
の
時
に
更
に
深
刻
化
す
る
。
雍
正
帝
（
在
位
一
七
二
三
～
一
七
三

五
）
は
言
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
が
ご
ろ

　
　
並
等
の
家
世
の
武
功
、
業
は
騎
射
に
在
り
。
近
多
く
文
職
と
為
る
を
慕
い
、
武
備
は
漸
く
量
質
に
至
る
。
而
し
て
文
途
よ
り
身
に
進

　
む
者
は
又
た
只
だ
僥
幸
に
し
て
名
を
為
す
。
能
く
苦
心
し
て
向
学
せ
ず
。
日
々
に
蒼
し
時
に
評
し
、
就
く
所
無
き
に
迄
ぶ
。
平
居
の
時
、

　
尤
も
奢
修
を
以
て
謡
い
尚
ぶ
。
居
室
の
容
器
、
衣
服
、
仁
心
、
紛
華
を
備
う
こ
と
極
ま
り
、
靡
麗
に
争
話
せ
ざ
る
無
し
。
甚
し
き
は
且

　
つ
梨
園
に
沈
令
し
、
博
緯
に
遜
嘉
す
。
従
前
の
出
営
の
懐
旧
を
念
わ
ず
。
向
後
の
日
用
の
難
継
を
顧
ず
。
任
意
に
廉
費
し
、
快
を
目
前

「
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に
取
り
、
彼
此
に
早
う
こ
と
尤
し
。
そ
の
害
、
こ
れ
よ
り
甚
し
き
は
多
し
。
　
（
『
清
世
宗
実
録
』
巻
十
六
、
二
年
二
月
）

　
こ
の
よ
う
な
趨
勢
に
お
い
て
二
つ
の
道
が
考
え
ら
れ
る
。
一
つ
は
自
民
族
の
文
化
伝
統
を
守
っ
て
、
漢
民
族
の
文
化
伝
統
を
完
全
に
拒

否
す
る
道
で
あ
る
。
こ
れ
は
元
王
朝
の
支
配
権
の
使
っ
た
方
法
で
あ
っ
た
。
も
う
一
つ
は
、
漢
民
族
の
文
化
と
合
流
し
て
一
つ
の
文
化
シ

ス
テ
ム
に
な
る
方
法
で
あ
っ
た
。
こ
の
選
択
は
重
要
な
課
題
で
あ
っ
た
。
清
の
初
代
の
皇
帝
順
治
帝
は
、
　
「
太
祖
、
太
宗
の
豊
平
を
能
く

記
法
せ
ず
、
因
循
塁
壁
と
し
て
、
目
前
に
筍
制
し
、
且
つ
漢
画
を
漸
い
に
習
う
。
淳
僕
の
旧
制
に
於
い
て
、
日
々
菱
蟹
あ
り
」
　
（
清
世
祖

実
録
、
巻
一
百
四
十
四
、
遺
詔
）
と
非
難
さ
れ
た
が
、
実
に
清
の
前
身
、
後
金
の
時
に
も
、
漢
民
族
の
人
々
を
滞
納
し
、
利
用
し
、
か
な

り
漢
民
族
の
文
化
伝
統
を
汲
み
取
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
満
洲
族
は
異
民
族
と
し
て
中
国
を
支
配
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
二
重
の
性
格
を
も
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
、

軍
事
の
優
位
性
と
文
化
の
劣
等
感
で
あ
る
。
時
間
が
経
て
ば
経
つ
ほ
ど
、
満
洲
族
の
「
八
旗
開
」
の
武
備
の
弱
体
化
は
更
に
ひ
ど
く
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

雍
正
帝
の
時
、
準
喀
爾
と
の
戦
争
で
は
、
満
洲
兵
は
、
　
「
山
谷
の
間
に
避
寒
し
、
日
々
酒
を
置
い
て
高
会
し
、
侶
伎
を
挟
め
て
以
て
楽
と

為
す
」
状
態
で
、
結
局
、
大
敗
し
た
。
漢
人
紀
成
斌
と
い
う
大
将
軍
は
嘲
笑
し
て
言
う
、
　
「
満
洲
の
勇
、
固
よ
り
是
く
の
如
き
か
」
と
。

（
『葡
燻
G
録
』
巻
十
『
岳
威
信
始
末
』
）

　
一
方
、
清
王
朝
に
お
い
て
は
、
ひ
た
す
ら
漢
文
化
に
よ
っ
て
皇
太
子
、
皇
子
及
び
満
洲
族
の
子
弟
を
教
育
す
る
。
康
煕
帝
は
、
次
の
よ

う
に
言
っ
て
い
る
。

　
　
朕
、
八
歳
に
し
て
登
極
（
即
位
）
し
、
即
ち
、
竈
心
し
て
学
問
す
る
を
知
る
。
彼
の
時
、
我
に
句
読
を
教
う
る
者
は
張
、
林
の
二
内

　
侍
あ
り
、
倶
に
明
の
時
の
多
く
書
を
読
む
の
人
に
係
わ
る
。
そ
の
書
を
惑
う
る
は
、
惟
だ
経
書
を
以
て
要
と
為
す
。
…
…
朕
の
少
年
、

　
学
を
好
む
こ
と
此
く
の
如
し
。
更
に
筆
墨
を
耽
齢
す
。
翰
林
沈
笙
あ
り
て
素
と
、
明
時
の
董
其
昌
の
字
体
を
学
び
、
曽
て
我
に
書
法
を

　
教
う
。
…
…
（
『
庭
訓
格
言
』
）

　
皇
帝
に
対
し
て
八
歳
か
ら
経
書
の
句
読
を
教
え
る
の
で
あ
る
か
ら
、
漢
文
化
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
こ
れ
は
単
に
漢

文
化
を
好
ん
だ
た
め
で
は
な
く
、
む
し
ろ
中
国
を
治
め
る
為
で
あ
り
、
言
い
か
え
れ
ば
、
文
化
の
劣
等
感
の
性
格
、
そ
し
て
高
い
レ
ベ
ル

の
文
化
に
対
す
る
警
戒
感
が
見
ら
れ
る
。
だ
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
漢
文
化
を
利
用
し
て
漢
民
族
を
治
め
る
か
が
課
題
で
あ
っ
た
。

　
次
に
第
二
の
点
。
清
王
朝
の
支
配
者
は
、
漢
文
化
に
対
し
て
、
自
分
に
有
利
な
部
分
と
不
利
な
部
分
と
を
分
け
る
。
有
利
な
部
分
と
い

「
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う
の
は
、
清
朝
以
前
の
王
朝
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
孔
子
を
尊
崇
し
、
経
書
を
聖
典
と
す
る
こ
と
、
そ
し
て
知
識
人
の
科

挙
の
為
に
、
程
朱
の
注
疏
し
た
経
書
を
教
科
書
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
で
あ
る
。
問
題
は
不
利
な
部
分
に
あ
る
。
不
利
な
部
分
と
い
う
と
、

勿
論
、
他
の
王
朝
と
同
じ
く
、
封
建
専
権
、
専
制
主
義
に
反
対
す
る
思
想
は
排
除
の
対
象
で
あ
る
。
し
か
し
、
清
王
朝
に
と
っ
て
は
、
更

に
「
夷
夏
の
防
」
、
　
「
華
夷
の
大
分
」
と
い
う
中
華
思
想
は
、
最
も
敏
感
に
排
除
敵
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
対
象
と
な
る
。
も
し
こ
の

よ
う
な
思
想
、
理
論
が
発
見
さ
れ
れ
ば
、
猶
予
無
く
、
す
ぐ
に
取
り
締
り
、
撲
滅
す
る
。
漢
文
化
と
比
べ
て
見
れ
ば
、
漢
民
族
の
知
識
人

に
対
し
て
き
び
し
い
も
の
が
あ
っ
た
。
清
皇
帝
ら
は
た
ま
た
ま
忠
節
を
尽
く
す
漢
民
族
の
知
識
人
に
利
益
と
か
、
名
誉
と
か
を
送
る
が
、

自
分
の
支
配
に
脅
威
を
与
え
る
時
、
批
判
し
、
懲
罰
し
、
あ
る
い
は
殺
す
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
康
煕
帝
側
近
の
漢
大
臣
ら
は
、
最
初
、

「
才
学
優
長
」
と
誉
め
ら
れ
、
し
ば
ら
く
し
て
後
、
批
判
さ
れ
、
懲
罰
さ
れ
た
。
口
実
と
し
て
、
　
「
今
、
漢
官
の
内
を
視
る
に
、
道
学
の

名
を
務
む
る
者
は
甚
々
多
し
。
そ
の
究
意
を
考
う
る
に
言
行
皆
背
く
」
と
（
『
康
煕
起
居
注
』
二
十
三
年
六
月
二
十
三
日
）
。
も
し
鞠
此
れ

等
の
人
に
懲
治
を
行
な
わ
ざ
れ
ば
、
則
ち
千
官
は
流
れ
か
畏
灌
を
知
ら
ん
」
と
（
同
前
、
二
十
三
年
二
月
三
日
）
。
康
煕
帝
の
政
治
は
ま

だ
寛
厚
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
雍
正
帝
の
政
治
は
よ
り
厳
格
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
二
人
の
文
化
政
策
に
も
相
違
が
あ
っ
た
の
そ
の
理
由

は
皇
帝
の
個
人
的
性
格
と
も
関
係
が
あ
る
が
、
最
も
重
要
な
の
は
、
時
代
状
況
の
違
い
で
あ
る
。
つ
ま
り
全
国
的
な
平
和
が
来
た
の
で
あ

る
。
平
和
が
来
る
と
、
文
化
政
策
は
ゆ
る
や
か
に
な
る
は
ず
で
あ
る
が
、
ど
う
し
て
反
対
の
結
果
に
な
る
か
。
こ
れ
は
満
洲
族
が
異
民
族

と
し
て
中
国
を
支
配
す
る
と
い
う
二
重
性
格
と
関
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
、
漢
文
化
に
対
し
て
利
用
す
る
こ
と
と
排
除
す
る
こ

と
、
そ
し
て
漢
民
族
の
知
識
人
に
対
す
る
懐
柔
と
強
硬
の
政
策
は
こ
の
二
重
性
格
の
延
長
に
外
な
ら
な
い
。
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二
、
康
煕
朝
の
思
想
文
化
政
策
に
つ
い
て

　
康
煕
朝
の
思
想
文
化
政
策
、
特
に
程
朱
理
学
に
対
す
る
政
策
は
、
陸
王
心
学
の
存
亡
に
対
し
て
、
強
い
影
響
力
を
持
っ
て
い
る
。
と
い

う
の
は
、
清
王
朝
の
知
識
人
採
用
の
方
法
は
、
　
⊃
に
擬
制
に
沿
う
」
と
（
『
清
史
稿
』
志
八
十
一
、
選
挙
一
）
も
の
で
あ
り
、
　
「
（
順
治
）

二
年
、
科
場
条
例
を
毒
す
」
、
　
「
登
場
、
四
書
三
題
、
五
経
各
々
四
題
、
士
子
各
々
一
壷
を
占
う
。
四
書
は
朱
子
の
集
註
を
主
と
し
、
易

は
程
の
伝
、
朱
子
の
本
義
を
主
と
し
、
書
は
票
の
伝
を
主
と
し
、
詩
は
朱
子
の
事
事
を
主
と
し
、
春
秋
は
胡
安
国
の
伝
を
主
と
し
、
礼
記



は
平
準
の
聖
母
を
主
と
す
」
　
（
『
清
史
稿
』
志
八
十
三
、
選
挙
三
）
で
あ
っ
た
が
、
順
治
帝
の
時
代
、
全
国
の
統
一
は
ま
た
終
わ
っ
て
な

く
、
本
格
的
な
平
和
も
来
て
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
程
朱
の
理
学
が
学
術
と
し
て
御
用
化
し
た
の
は
、
や
は
り
康
煕
帝
の
時
代
で
あ
っ
た
。

　
康
煕
帝
が
ど
う
し
て
朱
子
学
を
選
び
、
王
学
を
選
ば
な
か
っ
た
か
、
と
い
う
問
題
は
意
味
深
い
。
最
近
出
版
さ
れ
た
陳
祖
武
氏
の
『
清

初
学
術
思
弁
録
』
　
（
中
国
社
会
科
学
出
版
社
、
一
九
九
二
年
六
月
第
一
版
）
に
よ
れ
ば
、
康
煕
帝
は
主
と
し
て
「
孔
孟
の
書
を
読
み
、
程

朱
の
道
を
学
ぶ
」
と
い
う
朱
子
学
者
で
あ
る
日
講
官
熊
京
畿
の
影
響
を
受
け
て
朱
子
学
へ
進
ん
だ
と
い
う
（
事
書
、
三
十
七
～
三
十
八
頁
）
。

し
か
し
、
八
歳
で
即
位
し
た
康
煕
帝
が
自
分
で
師
を
選
択
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
時
、
　
「
軌
ち
学
庸
の
訓
詰
を
以
て
之
を
左
右
に
訥
る
」

（
『ｴ
皇
祖
聖
訓
』
巻
五
）
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
す
べ
て
国
の
利
益
に
よ
っ
て
、
小
さ
い
康
煕
帝
に
孔
孟
及
び
程
朱
の
儒
学
を
教
育
す
る

の
で
あ
る
。
そ
し
て
熊
賜
履
が
康
煕
十
年
日
講
官
を
担
当
す
る
時
、
康
煕
帝
は
、
ま
だ
未
熟
の
青
年
で
あ
っ
た
。
そ
れ
な
ら
、
な
ぜ
程
朱

が
選
ば
れ
た
か
。

　
こ
の
問
題
に
答
え
る
に
は
、
勿
論
、
個
人
的
理
由
と
い
う
問
題
も
あ
る
が
、
こ
れ
よ
り
大
切
な
の
は
、
朱
子
学
と
王
学
の
各
々
の
特
性

で
あ
る
。
朱
子
学
は
政
治
秩
序
論
、
道
徳
秩
序
論
を
提
侶
す
る
。
朱
子
は
「
仁
義
礼
智
信
」
と
「
修
斉
治
平
」
と
の
解
説
の
中
で
、
　
「
今

目
一
物
に
誤
り
、
明
日
又
た
一
物
に
贈
り
、
積
習
既
に
多
く
し
て
、
然
る
後
に
脱
然
と
し
て
貫
通
の
処
有
る
の
み
」
　
（
『
大
学
或
問
』
）
と

い
う
程
子
の
思
想
（
『
玉
子
遺
書
』
、
第
十
九
、
伊
川
先
生
語
四
の
言
葉
と
ほ
ぼ
同
じ
）
を
継
承
し
た
り
、
　
「
理
一
分
営
」
と
か
の
哲
学
思

想
を
表
現
し
た
つ
こ
の
秩
序
論
は
、
中
央
集
権
主
義
に
対
し
て
適
当
な
理
論
で
、
清
王
朝
は
躊
躇
な
く
採
用
し
た
。
宋
明
理
学
に
深
く
関

心
を
寄
せ
る
康
煕
帝
は
、
心
学
の
活
発
性
及
び
明
末
の
王
学
横
流
を
詳
知
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
満
洲
族
の
文
化
的
劣
等
感
か
ら
、
思

想
支
配
に
対
し
て
有
利
で
安
全
性
の
高
い
学
説
を
選
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
政
治
的
判
断
で
、
康
煕
帝
が
王
学
を
選
ば
ず
に
朱
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
も

学
を
選
ぶ
の
は
、
当
然
で
あ
る
。
　
「
上
、
好
む
こ
と
あ
れ
ば
、
下
、
必
ず
敷
う
」
と
い
う
こ
と
わ
ざ
は
康
煕
朝
の
学
術
界
の
状
況
を
よ
く

説
明
し
て
い
る
。

　
そ
も
そ
も
王
学
末
流
に
対
し
て
の
批
判
と
反
省
は
期
末
か
ら
清
初
ま
で
、
長
い
時
期
に
わ
た
っ
た
。
陽
春
に
な
る
と
、
王
学
を
そ
の
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
補
注
）

ま
保
持
す
る
者
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
以
下
の
よ
う
な
方
向
へ
転
じ
た
。
ω
朱
子
学
、
王
学
を
兼
採
す
る
者
、
②
朱
子
学
、
王
学
を
兼
排
す

る
者
、
③
王
学
か
ら
朱
子
学
へ
移
る
者
、
㈲
朱
子
学
を
学
び
王
学
を
排
す
る
者
。
①
は
孫
奇
論
（
夏
峰
先
生
）
、
世
尊
（
二
曲
先
生
）
な

ど
の
よ
う
に
陸
王
を
主
と
し
、
陸
王
を
修
正
す
る
の
に
、
朱
子
学
を
も
受
け
取
る
者
で
あ
る
。
陸
王
特
に
王
学
を
修
正
す
る
黄
宗
義
（
梨
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洲
）
も
こ
の
方
向
を
歩
ん
だ
。
彼
に
は
、
　
「
吾
が
心
の
是
と
す
る
所
、
之
を
朱
子
に
証
す
れ
ば
合
す
る
な
り
、
之
を
数
百
年
来
の
儒
者
に

証
す
れ
ば
合
す
る
な
り
」
　
（
『
南
雷
文
案
』
巻
一
、
　
「
揮
仲
昇
文
集
序
」
）
と
、
王
陽
明
と
同
様
の
言
い
方
が
あ
る
が
、
章
学
誠
（
実
斎
）

は
言
う
、

　
　
蔵
山
劉
氏
、
良
知
を
本
と
し
て
慎
猫
を
発
明
す
。
朱
子
と
合
せ
ず
、
亦
た
古
い
試
ら
ざ
る
な
り
。
梨
洲
黄
平
、
藪
山
劉
氏
の
門
よ
り

　
出
で
ず
し
て
、
萬
氏
弟
兄
、
経
史
の
学
を
開
き
、
以
て
全
祖
望
輩
に
至
り
て
尚
お
そ
の
意
を
存
し
、
陸
を
崇
び
て
朱
に
惇
ら
ざ
る
者
な

　
り
。
　
（
『
文
史
通
義
』
内
篇
巻
二
「
漸
東
学
術
」
）

　
あ
く
ま
で
も
黄
宗
義
は
朱
子
学
を
排
斥
し
な
い
の
で
あ
る
。
ω
は
実
に
明
末
清
初
の
王
学
の
変
型
、
そ
し
て
王
学
の
主
流
で
あ
る
。
②

朱
子
学
、
王
学
を
兼
排
す
る
と
い
う
の
は
、
王
夫
之
（
船
山
）
や
顔
（
元
）
李
（
塔
）
学
派
な
ど
で
あ
る
。
③
王
学
か
ら
朱
子
学
へ
移
る

と
い
う
の
は
清
初
の
場
合
、
張
履
祥
（
楊
園
）
な
ど
で
あ
り
、
康
煕
朝
に
入
っ
て
か
ら
は
こ
の
傾
向
は
更
に
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
ω
は
顧

炎
武
（
亭
林
）
な
ど
で
あ
る
。

　
こ
の
四
つ
の
方
向
の
中
に
、
②
は
朱
子
学
が
御
用
化
す
る
と
と
も
に
だ
ん
だ
ん
姿
を
消
し
た
。
少
な
く
と
も
、
朝
廷
で
は
、
朱
子
学
を

批
判
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
王
船
山
の
よ
う
な
学
者
ら
は
隠
者
と
し
て
深
山
に
て
自
分
の
作
品
を
「
名
山
に
藏
し
、
後
世
に
伝
え
る
」

と
す
る
し
か
な
い
。
当
時
の
知
識
人
の
主
流
派
は
ほ
と
ん
ど
朱
子
学
を
学
び
王
学
を
排
す
る
方
向
へ
転
じ
た
。
そ
の
旗
手
は
熊
賜
履
、
陸

朧
其
で
あ
る
。
熊
賜
履
は
彼
の
『
学
統
』
の
中
で
陸
王
学
を
儒
学
か
ら
排
除
し
て
は
い
な
い
が
、
実
際
に
老
、
仏
よ
り
悪
い
と
批
判
し
た
。

該
書
の
『
学
統
凡
例
』
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
百
家
の
支
、
薬
毒
の
謬
、
或
い
は
明
と
し
て
吾
が
道
に
畔
し
、
顕
と
し
て
敵
と
為
す
。
或
い
は
陰
と
し
て
吾
が
実
を
乱
し
、
陽
と
し

　
て
そ
の
名
を
霧
す
。
皆
、
斯
の
道
の
乱
臣
賊
子
な
り
。
必
ず
こ
れ
が
為
に
そ
の
享
を
正
す
。
吾
が
統
を
乱
す
こ
と
を
得
ざ
ら
し
む
。
故

　
に
之
を
白
し
て
雑
統
と
日
う
。
不
純
を
明
に
す
る
な
り
。
荷
卿
、
揚
雄
及
び
象
山
、
銚
江
の
類
の
如
き
、
是
な
り
。
異
統
と
日
う
は
不

　
同
を
明
に
す
な
り
。
老
荘
、
楊
墨
及
び
道
家
、
釈
氏
の
類
の
如
き
、
是
な
り
。

　
こ
こ
で
、
陸
王
を
老
、
仏
の
よ
う
に
乱
臣
賊
子
と
し
て
討
伐
す
る
の
は
、
特
別
な
政
治
的
意
義
が
あ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
は

康
煕
帝
の
黙
認
し
た
朱
子
学
を
学
び
王
学
を
排
す
る
基
本
方
針
を
考
え
て
も
よ
い
。

　
陸
朧
其
は
清
王
朝
よ
り
孔
子
廟
に
従
事
さ
れ
る
と
い
う
栄
誉
を
得
た
。
彼
は
朱
子
学
者
と
し
て
朱
子
を
尊
崇
す
る
が
、
思
想
史
上
の
地
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位
は
低
く
、
梁
敢
超
、
蒸
熱
二
氏
の
同
名
異
著
『
中
国
近
三
百
年
学
術
史
』
で
は
、
共
に
御
用
学
者
と
し
て
論
評
さ
れ
て
い
る
。

　
熊
・
陸
二
野
が
御
用
学
者
に
な
っ
た
こ
と
は
、
康
煕
帝
の
時
に
朱
子
学
が
御
用
化
し
た
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
。
康
煕
帝
は
、
　
「
終
日

に
理
学
を
講
じ
、
行
う
所
の
事
、
全
く
そ
の
言
と
惇
謬
す
、
山
豆
に
之
を
理
学
と
謂
う
ぺ
け
ん
や
。
若
し
口
で
講
ぜ
ず
と
い
え
ど
も
、
行
事

皆
道
理
と
吻
合
す
れ
ば
、
此
れ
即
ち
真
の
理
学
な
り
」
　
（
『
真
土
祖
実
録
』
巻
筆
十
二
、
二
十
二
年
十
月
）
と
し
、
理
論
的
な
討
論
に
強

く
反
対
す
る
。
康
煕
帝
が
、
実
行
、
実
用
と
い
う
の
は
、
根
本
的
に
朝
廷
の
為
に
誠
実
に
勤
め
る
こ
と
を
指
す
の
で
あ
る
。
こ
う
な
る
と
、

朱
子
学
は
、
清
王
朝
の
政
治
支
配
の
道
具
で
あ
り
、
徹
底
的
に
御
用
学
問
に
な
っ
た
。

三
、
康
煕
朝
の
心
学
の
状
況

　
前
節
で
分
類
し
た
ω
と
㈹
は
王
学
か
ら
出
発
し
た
変
型
と
い
え
る
。
先
ず
、
康
煕
帝
は
①
の
流
派
（
心
学
の
主
流
）
に
対
し
て
ど
の
よ

う
な
姿
勢
を
と
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
康
煕
帝
と
側
近
の
朝
臣
崔
蔚
林
と
の
関
係
を
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
崔
蔚
林
は
、
　
「
命
を

承
り
、
　
『
易
経
講
義
』
を
つ
く
る
も
、
未
だ
書
と
為
す
に
及
ば
ず
し
て
罷
む
。
自
ず
か
ら
『
四
書
講
義
』
を
著
す
も
亦
た
未
だ
版
行
せ
ず
」

（
『糟
?
ﾊ
志
』
巻
二
百
三
十
二
、
列
伝
四
十
）
と
あ
る
よ
う
に
著
述
を
残
し
て
い
な
い
か
ら
、
他
の
資
料
と
伝
記
を
見
る
必
要
が
あ
る
。

崔
蔚
林
の
思
想
傾
向
に
関
し
て
は
、
次
の
資
料
が
参
考
に
な
る
。

　
A
、
　
「
彼
、
三
十
歳
前
後
、
新
安
を
過
り
て
学
ぶ
所
を
杜
越
に
商
す
。
往
復
辮
難
し
、
越
は
猛
勇
玉
野
を
以
て
之
を
称
す
」
　
（
『
清
儒

学
案
』
巻
一
「
孫
奇
逢
夏
峰
先
生
学
案
」
）
と
い
う
。
そ
の
中
に
、
杜
越
に
関
し
て
こ
う
あ
る
。

　
俗
学
を
絶
し
て
陽
明
を
尊
び
、
毎
に
羅
洪
先
の
何
善
先
、
蒋
道
林
に
答
う
る
両
書
を
挙
ぐ
。

と
。
杜
越
は
王
学
者
で
あ
っ
た
。
崔
氏
は
過
越
と
の
間
に
相
通
じ
る
処
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
B
、
彼
は
、
　
「
毎
に
周
子
の
太
極
図
の
『
動
い
て
陽
を
生
じ
、
静
か
に
し
て
陰
を
生
ず
。
一
動
一
静
、
互
に
そ
の
根
と
為
る
』
を
学
び
、

猶
お
漸
長
の
義
少
し
。
困
っ
て
自
ず
か
ら
一
図
を
為
し
、
心
得
あ
る
を
覚
ゆ
。
星
塘
の
来
の
易
を
読
む
に
及
ん
で
、
適
に
相
い
符
合
す
。

曰
く
、
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
先
に
我
が
心
を
得
、
と
。
遂
に
こ
れ
を
焚
く
」
　
（
同
前
）
と
い
う
。
来
盟
塘
（
来
知
徳
、
明
萬
暦
翰
林
院
待
詔
）

は
、
　
「
程
子
、
陽
明
と
異
同
あ
る
者
二
重
あ
り
、
謂
う
、
格
物
の
物
は
乃
ち
物
欲
の
物
。
物
画
し
て
後
、
知
至
る
。
克
己
復
礼
を
仁
と
為
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す
。
養
心
は
寡
欲
よ
り
善
な
る
こ
と
黒
し
。
こ
の
三
句
は
乃
ち
一
句
な
り
。
何
と
な
れ
ば
、
物
や
、
己
や
、
欲
や
皆
有
我
の
私
な
り
。
格

や
、
克
や
、
寡
や
、
皆
有
我
の
私
を
除
去
す
る
な
り
。
紫
陽
、
是
の
前
の
一
歩
の
功
夫
を
説
き
、
陽
明
、
是
の
後
の
一
歩
の
功
夫
を
説
く
」

（
『
ｾ
儒
学
案
』
諸
儒
学
案
下
）
と
い
う
。
彼
は
、
ま
た
自
ら
の
学
説
を
心
学
と
呼
ぶ
。
こ
の
よ
う
に
、
来
知
徳
の
思
想
傾
向
は
心
学
を

主
と
し
て
朱
王
を
折
衷
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
す
る
と
、
華
氏
の
立
場
は
来
知
徳
と
近
い
で
あ
ろ
う
。

　
C
、
湯
斌
撰
の
『
孫
夏
峰
先
生
年
譜
』
に
よ
れ
ば
、
崔
は
夏
峰
に
二
回
学
を
問
う
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
一
は
、
康
煕
六
年
十

一
月
で
、
夏
峰
は
崔
氏
に
言
っ
て
い
る
。
　
「
子
、
既
に
陽
明
を
嗜
む
こ
と
あ
り
。
陽
明
と
程
朱
と
適
い
剤
し
て
同
と
為
す
意
を
得
ん
こ
と

を
要
す
。
抵
梧
あ
る
に
あ
ら
ざ
る
な
り
」
と
。
そ
の
二
は
康
煕
十
一
年
十
｝
月
で
、
崔
氏
は
、
　
「
将
に
都
に
赴
か
ん
と
し
、
過
り
て
先
生

を
視
る
」
。
夏
型
は
言
う
、
　
「
学
問
の
事
、
最
も
偏
見
を
極
れ
、
尤
も
勝
心
を
忌
む
。
…
…
鹿
江
村
（
明
末
の
鹿
善
継
、
字
乾
長
）
嘗
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

言
う
、
有
字
の
書
を
読
み
、
無
字
の
理
を
識
ら
ん
こ
と
を
要
す
。
朱
陸
の
異
同
、
薬
玉
今
に
至
り
、
要
す
る
に
皆
無
字
の
理
を
識
ら
ず
し

て
多
く
字
句
の
障
す
る
所
と
為
る
」
　
（
同
前
）
と
。
こ
れ
も
朱
子
学
、
王
学
を
兼
罰
す
る
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

　
以
上
、
崔
異
事
は
、
前
に
述
べ
た
清
覧
の
朱
子
学
、
王
学
を
兼
採
す
る
傾
向
に
あ
る
が
、
王
学
に
重
き
を
置
い
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　
次
に
康
煕
帝
と
の
間
の
出
来
事
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　
崔
氏
と
康
煕
帝
と
の
談
話
は
、
　
『
康
煕
起
居
注
』
に
は
、
一
ケ
所
見
え
る
。
こ
れ
は
康
煕
十
八
年
十
月
十
六
日
の
条
で
あ
る
。
　
（
以
下

〔
崔
〕
と
〔
帝
〕
と
略
称
す
る
）

　
　
〔
崔
〕
∵
…
・
・
格
物
は
是
れ
物
の
本
を
慰
す
。
乃
ち
吾
が
心
の
理
を
窮
む
る
な
り
。
朱
子
、
解
し
て
天
下
の
事
物
と
撮
す
。
未
だ
太
だ

　
　
　
　
　
涯
な
る
を
免
れ
ず
。
聖
学
に
於
い
て
切
な
ら
ざ
る
な
り
。

　
　
〔
帝
〕
口
朱
子
の
意
を
解
す
る
は
、
字
、
亦
た
差
わ
ず
。

　
　
〔
崔
〕
”
臣
の
講
ず
る
所
と
同
じ
か
ら
ず
。
朱
子
、
意
を
以
て
心
の
発
す
る
所
と
為
す
。
臣
、
意
を
以
て
心
の
大
神
明
、
大
主
宰
と
為

　
　
　
　
　
す
。
至
善
無
悪
、
即
ち
天
の
命
ず
る
所
の
明
徳
、
至
善
な
り
。
…
…

　
　
　
　
な
ん
じ

　
　
〔
帝
〕
”
爾
、
朱
子
の
講
ず
る
所
を
以
て
非
と
為
す
や
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
〔
崔
〕
　
臣
、
敢
え
て
以
て
非
と
為
さ
ず
。
但
だ
、
臣
の
体
認
、
既
に
久
し
。
一
得
の
愚
、
微
や
朱
子
と
合
わ
ず
。

　
　
〔
帝
〕
u
王
守
仁
の
説
は
如
何
。
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〔
崔
〕
”
王
守
仁
の
致
良
知
の
三
字
は
亦
た
差
わ
ず
。
…
…
若
し
此
れ
を
以
て
大
学
の
致
知
の
二
字
を
解
す
れ
ば
、
嘗
て
解
し
去
か
ず
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か

　
　
　
　
　
…
…
若
し
致
知
を
以
て
致
良
知
と
為
さ
ば
、
則
ち
明
善
の
一
段
の
功
夫
を
少
く
。

　
　
〔
帝
〕
”
爾
の
言
に
擦
れ
ば
、
両
人
の
説
は
倶
に
非
な
る
か
。

　
　
〔
崔
〕
ロ
原
よ
り
臣
の
意
と
合
せ
ず
。

　
　
〔
帝
〕
”
朱
子
の
四
書
を
解
す
る
所
は
如
何
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
お
む
ね

　
　
〔
崔
〕
”
四
書
を
解
す
る
所
、
大
概
皆
是
な
り
。
合
せ
ざ
る
者
惟
だ
数
段
あ
る
の
み
。

　
こ
の
後
、
　
『
起
居
注
』
に
「
上
頷
之
」
と
い
う
言
葉
が
見
え
る
が
、
康
煕
帝
の
立
場
に
つ
い
て
は
、
更
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
後
十
日
し
て
、
つ
ま
り
十
月
二
十
六
日
に
、
康
煕
帝
は
、
都
書
院
鞍
部
御
史
猛
毒
枢
（
寒
松
老
人
）
と
次
の
よ
う
に
討
論
し
て
い
る
。

　
　
〔
帝
〕
　
天
命
を
性
と
謂
う
。
性
は
即
ち
旧
れ
理
な
り
。
人
の
性
は
、
本
よ
り
善
な
り
。
但
だ
意
は
憐
れ
心
の
発
す
る
所
に
し
て
善
あ

　
　
　
　
　
り
悪
あ
り
。
若
し
存
誠
の
工
夫
を
用
い
ず
ん
ば
、
豊
能
く
一
蹴
し
て
至
ら
ん
や
。
遠
く
に
行
く
に
遡
き
ょ
り
し
、
高
き
に
登

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
と

　
　
　
　
　
る
に
卑
き
ょ
り
す
る
な
り
。
学
問
は
原
踵
等
無
し
。
蔚
林
の
言
う
所
太
だ
易
し
。

　
　
〔
魏
〕
∵
蔚
林
の
言
に
擦
れ
ば
、
明
善
の
工
夫
、
先
の
一
層
に
あ
り
。

　
　
〔
帝
〕
口
講
ず
る
所
の
格
物
は
如
何
。

　
　
〔
魏
〕
　
物
と
は
、
人
な
り
と
い
う
一
語
の
如
き
、
臣
、
疑
い
無
き
能
わ
ず
。
臣
、
曽
て
之
に
面
要
す
る
に
、
蔚
林
は
下
縄
を
兼
ね
て

　
　
　
　
　
言
う
と
謂
う
。
臣
、
終
に
解
す
る
能
わ
ず
。

［
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〔
帝
〕
H
王
守
仁
の
学
問
は
如
何
。

　
〔
魏
〕
”
守
仁
は
専
ら
致
良
知
を
言
い
、
良
能
に
及
ば
ず
。
暴
れ
知
を
言
い
て
行
を
言
わ
ざ
る
な
り
。
そ
の
意
、
致
は
即
ち
是
れ
行
な

　
　
　
　
り
と
謂
う
と
い
え
ど
も
、
然
れ
ど
も
又
大
学
の
致
知
の
意
に
非
ず
。

　
〔
帝
〕
　
蔚
林
の
見
る
所
、
守
仁
と
亦
た
相
い
近
し
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
と

以
上
の
こ
と
か
ら
、
二
つ
の
事
が
わ
か
る
。
第
一
は
、
康
煕
帝
は
「
学
問
は
接
踵
等
無
し
」
と
考
え
、
　
「
黒
黒
の
言
う
所
、
太
だ
易
し
」

（
安
易
で
あ
る
）
と
判
定
し
、
崔
蔚
林
の
学
問
に
賛
同
し
な
い
と
示
し
た
点
で
あ
る
。
第
二
は
、
　
「
靴
墨
の
見
る
所
、
守
仁
と
亦
た
相
い



近
し
」
と
い
う
よ
う
に
、
康
煕
帝
は
、
王
陽
明
の
学
問
に
も
賛
成
し
な
い
と
示
し
た
。
こ
れ
は
最
初
、
単
に
学
術
の
討
論
み
た
い
で
あ
る

が
、
そ
の
後
、
益
々
政
治
無
意
味
を
帯
び
る
こ
と
に
な
る
。
　
『
康
煕
起
居
注
』
二
十
一
年
六
月
初
二
日
の
条
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
上
（
康
煕
帝
）
曰
く
、
崔
蔚
林
は
如
何
。

　
　
大
学
士
李
露
奏
し
て
曰
く
、
人
と
な
り
老
成
な
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
れ

　
　
上
曰
く
、
朕
、
そ
の
人
と
為
り
を
観
て
甚
だ
心
せ
ず
。
伊
、
道
学
を
以
て
自
航
す
。
然
れ
ど
も
所
謂
道
学
は
未
だ
必
ず
し
も
是
れ
実

　
　
　
　
　
　
か
れ

　
　
な
ら
ず
。
其
は
郷
に
居
る
と
き
亦
た
甚
だ
好
ま
ず
。

　
「
道
学
を
以
て
自
署
す
」
と
「
郷
に
居
る
と
き
甚
だ
好
さ
ず
」
の
二
つ
の
理
由
で
免
職
さ
れ
た
。
　
「
郷
に
居
る
」
云
云
は
、
　
「
地
方
に

　
　
　
よ

あ
り
て
好
く
事
端
を
生
じ
、
詞
訟
を
懸
章
す
」
と
。
ま
た
、
　
「
近
く
草
場
の
土
を
以
て
そ
の
家
人
を
縦
し
て
控
告
す
る
を
聞
く
」
。
　
（
『
康

煕
起
居
注
』
二
十
三
年
二
月
初
三
日
）
し
か
し
、
崔
氏
に
つ
い
て
は
、
　
『
国
朝
者
献
類
語
初
編
』
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
先
生
の
学
、
誠
を
以
て
本
と
為
す
。
藩
邸
居
官
よ
り
朋
友
と
接
す
る
に
及
び
、
一
つ
の
誠
を
本
と
せ
ざ
る
こ
と
無
し
。
義
利
の
辮
に

　
於
い
て
甚
だ
厳
し
。
　
（
巻
百
十
六
詞
臣
二
、
徐
元
文
撰
の
墓
誌
銘
）

と
。
だ
か
ら
、
何
か
あ
っ
て
も
、
必
ず
し
も
悪
人
と
み
な
す
わ
け
で
は
な
い
が
、
康
煕
帝
は
、
崔
の
病
気
の
時
、
見
舞
い
の
名
目
で
、

「
甚
だ
重
病
無
き
が
灯
し
」
と
断
定
し
た
。
　
「
道
学
を
以
て
自
居
す
」
と
「
郷
に
居
る
と
き
甚
だ
好
さ
ず
」
と
同
じ
く
、
　
「
焉
ぞ
道
学
の

人
に
し
て
興
訟
を
妄
行
ず
る
者
あ
ら
ん
や
」
と
繰
り
返
し
た
。
　
「
又
た
先
賢
を
罷
り
て
経
伝
を
釈
す
所
を
差
議
と
為
し
、
自
か
ら
講
章
を

撰
し
て
甚
だ
亭
亭
を
属
す
」
　
（
以
上
、
皆
『
康
煕
起
居
注
』
二
十
三
年
二
月
初
三
日
）
と
。
こ
う
な
る
と
、
学
術
の
討
論
か
ら
始
ま
っ
て

「
先
賢
を
聰
る
」
と
い
う
政
治
的
口
実
に
よ
っ
て
澄
せ
ら
れ
た
。
康
煕
帝
は
、
　
「
彼
の
疾
を
引
く
は
乃
ち
是
れ
懸
詞
な
り
」
と
指
摘
し
、

そ
の
後
続
け
て
、
　
「
崔
蔚
林
の
好
事
（
お
せ
っ
か
い
）
の
如
き
、
郷
に
居
る
と
き
不
善
な
り
」
　
（
同
前
、
二
十
三
年
六
月
二
十
三
日
）
と

か
、
　
「
崔
蔚
林
の
如
き
、
本
よ
り
知
識
無
く
、
文
義
荒
謬
な
り
」
　
（
同
前
、
二
十
四
年
四
月
初
二
日
）
と
か
批
判
し
た
。
崔
は
免
職
さ
れ

て
か
ら
三
年
後
五
十
三
歳
で
病
死
し
た
。

　
そ
れ
で
は
、
こ
の
「
生
ま
れ
な
が
ら
性
、
殺
鐵
を
最
も
忌
む
」
　
（
『
庭
訓
格
言
』
）
と
い
う
皇
帝
は
、
黒
影
林
に
対
す
る
批
判
を
通
じ
て
、

前
に
述
べ
た
①
の
学
派
、
つ
ま
り
王
学
を
信
じ
て
い
る
者
な
い
し
は
王
学
の
傾
向
が
あ
る
漢
大
臣
を
懲
罰
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
れ
は
学
術
を
越
え
た
政
治
問
題
で
あ
り
、
清
王
朝
支
配
者
の
二
重
性
格
の
表
わ
れ
で
も
あ
る
。

一
4
6一



　
次
に
㈹
の
学
派
を
見
て
み
よ
う
。

　
清
初
期
、
張
履
祥
の
よ
う
な
一
部
の
学
者
は
、
自
ず
か
ら
朱
子
学
へ
転
じ
た
。
康
煕
朝
、
朱
子
学
が
御
用
化
・
政
治
化
さ
れ
て
か
ら
、

大
勢
の
学
者
は
朱
子
学
、
王
学
を
兼
採
す
る
傾
向
か
ら
朱
子
学
を
猫
草
す
る
傾
向
へ
変
っ
た
。

　
『
王
学
質
疑
』
を
書
い
た
張
烈
は
、
　
「
初
め
陽
明
の
学
を
嗜
み
、
後
に
そ
の
誤
を
知
り
、
専
ら
朱
子
の
家
法
を
守
り
、
毅
然
と
し
て
衛

道
を
以
て
己
が
任
と
為
す
」
　
（
『
清
儒
学
案
』
巻
二
十
三
、
張
烈
至
悪
学
課
）
と
い
う
。
彼
は
、
　
「
本
朝
、
文
体
を
螢
正
し
て
朱
註
復
興

す
。
講
者
、
周
程
張
朱
を
称
し
て
傍
お
王
陸
と
並
列
す
る
は
、
亦
た
習
気
未
だ
尽
き
ざ
る
な
り
」
　
（
『
王
学
質
疑
』
自
序
）
と
し
、
そ
し

て
「
浮
を
瀦
し
異
を
屏
け
」
　
（
同
前
、
離
陸
異
同
論
）
、
　
「
文
教
を
翰
墨
す
」
　
（
同
前
、
讃
史
質
疑
）
る
た
め
に
、
王
学
を
徹
底
的
に
清

算
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
し
た
。
こ
こ
に
鮮
明
な
政
治
目
的
が
あ
っ
た
。
銭
穆
は
毛
織
齢
の
「
折
客
辮
下
文
」
の
言
葉
を
引
い
て
言

う
、

　
い
に
し
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と

　
　
往
、
青
墨
に
在
る
時
、
同
官
長
悔
奄
、
題
を
睡
り
て
王
文
成
の
伝
を
得
。
総
裁
（
陸
朧
其
）
、
は
伝
の
中
に
藩
学
の
語
多
き
を
産
み
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
い
ね
が

　
駁
し
て
冊
去
せ
し
む
。
同
官
張
武
承
（
張
烈
）
、
遂
に
意
を
希
い
て
極
め
て
陽
明
を
解
る
。
…

　
墨
銀
は
こ
う
論
評
し
た
、
　
「
則
ち
張
氏
の
『
質
疑
』
を
著
す
動
機
は
亦
た
見
る
べ
し
。
是
く
の
若
き
の
人
才
、
是
く
の
若
き
の
心
術
を

以
て
、
相
い
與
に
鼓
操
し
て
正
訓
を
言
い
、
帝
王
の
歓
を
結
ぶ
は
固
よ
り
絵
有
り
。
豪
傑
の
気
を
服
る
は
則
ち
足
ら
ず
。
宜
し
く
非
難
、

蜂
起
す
べ
き
な
り
』
　
（
『
中
国
近
三
百
年
学
術
史
』
巻
上
、
二
六
七
頁
）
と
。
こ
の
気
囲
気
の
中
に
、
学
術
の
討
論
よ
り
、
む
し
ろ
政
治

の
悪
罵
と
攻
撃
が
強
ま
っ
た
。
康
煕
帝
は
、
こ
の
変
化
（
朱
子
学
、
王
学
を
兼
帯
す
る
傾
向
か
ら
朱
子
学
を
猫
耳
す
る
傾
向
へ
）
を
発
見

し
て
強
く
非
難
し
た
。

　
　
（
康
煕
帝
）
曰
く
、
頃
ろ
副
都
御
史
五
三
礼
、
原
任
の
刑
部
尚
書
徐
乾
学
を
参
題
し
、
原
任
の
礼
部
尚
書
熊
野
履
を
薦
挙
す
。
往
者
、

　
皆
熊
賜
履
好
か
ら
ず
と
言
い
、
今
、
朕
の
起
用
を
見
て
又
た
熊
賜
履
好
し
と
言
う
。
…
…
且
つ
熊
賜
履
作
る
所
の
『
日
講
四
書
解
義
』
、

　
甚
だ
佳
し
。
湯
猫
又
た
然
ら
ず
と
謂
う
。
此
れ
を
以
て
早
れ
を
観
れ
ば
、
漢
人
の
行
径
は
殊
に
恥
ず
べ
し
と
為
す
。
況
や
許
三
礼
、
湯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ん
じ
ら

　
斌
、
李
光
地
、
倶
に
王
守
仁
の
道
学
を
言
う
を
や
。
玉
章
履
は
惟
だ
朱
烹
を
宗
と
し
、
伊
等
の
学
問
と
同
じ
か
ら
ざ
る
な
り
」
と
。
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ん
じ
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
が
い

　
学
士
王
煕
、
奏
し
て
曰
く
、
　
「
道
学
の
人
、
当
に
性
情
を
酒
養
す
べ
き
、
若
氏
各
々
門
戸
を
立
て
、
各
々
意
見
を
持
ち
、
互
相
に
陥
害

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　

　
し
、
結
毒
す
れ
ば
、
何
を
道
学
と
云
う
」
と
。
上
（
康
煕
帝
）
曰
く
、
　
「
意
見
、
若
し
能
く
持
久
す
れ
ば
、
亦
た
自
ず
か
ら
妨
げ
ざ
る
な
り
。
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り
　
　
　
　
　
　

　
但
だ
、
之
を
久
く
し
て
彼
自
ず
か
ら
そ
の
説
を
変
易
す
る
の
み
」
と
。
　
（
康
煕
起
居
注
』
二
十
八
年
九
月
十
八
日
）

　
こ
こ
で
、
康
煕
帝
は
、
こ
の
三
人
の
「
王
守
仁
の
道
学
を
言
う
」
者
に
対
し
て
、
不
満
が
あ
り
、
ま
た
容
認
で
き
る
と
示
し
た
が
、
崔

蔚
林
の
教
訓
に
よ
り
、
皆
強
い
恐
怖
感
が
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
大
多
数
ω
の
学
派
の
知
識
人
は
朱
子
学
を
学
ぶ
道
へ
と
進
ん
だ
。
し
か
し
、

康
煕
帝
は
「
そ
の
説
を
変
易
す
」
る
者
を
も
非
難
し
た
。
③
の
学
派
の
者
は
両
難
の
窮
地
に
陥
っ
た
。

　
以
上
、
康
煕
帝
は
在
位
六
十
一
年
間
、
特
に
成
年
以
降
、
ず
っ
と
朱
子
学
を
尊
重
し
た
。
こ
の
よ
う
な
情
勢
の
中
に
、
本
来
の
心
学
及

び
心
学
か
ら
変
っ
た
、
ま
た
心
学
色
の
あ
る
学
説
は
存
在
で
き
な
く
な
っ
た
。
つ
ま
り
心
学
の
終
焉
1
そ
の
最
終
段
階
が
到
来
し
た
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
雍
正
帝
の
登
場
に
よ
っ
て
、
ま
た
変
化
が
起
き
た
。
次
に
雍
正
朝
の
心
学
の
状
況
を
述
べ
て
み
よ
う
。

四
、
心
学
の
鹸
光

　
雍
聖
帝
が
彼
の
父
親
康
煕
帝
の
没
後
に
即
位
し
て
か
ら
形
勢
は
変
化
し
た
。
雍
正
帝
の
「
大
統
に
継
ぐ
」
と
い
う
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
は
、

様
々
な
議
論
が
あ
る
が
、
彼
は
不
当
の
手
段
で
皇
位
を
か
す
め
取
っ
て
お
り
、
正
統
で
は
な
い
と
い
う
の
が
一
般
的
な
見
方
で
あ
る
。
本

来
清
朝
が
中
国
を
支
配
す
る
こ
と
も
正
統
で
は
な
い
と
い
う
意
識
は
ま
だ
漢
民
族
の
間
に
消
え
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
準
正
帝
の
即
位
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

二
重
の
意
味
で
非
正
統
と
み
な
さ
れ
た
。
こ
れ
は
雍
正
六
年
九
月
の
曽
静
の
反
古
事
件
に
よ
っ
て
更
に
激
化
さ
れ
た
。
こ
の
遍
満
事
件
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　

思
想
は
康
煕
時
代
活
躍
し
た
思
想
家
呂
留
良
か
ら
で
あ
り
、
黒
氏
は
朱
子
学
者
で
あ
る
。
康
煕
帝
は
、
朱
子
が
秩
序
論
を
訴
え
、
だ
か
ら

朱
子
学
が
安
定
性
の
あ
る
、
安
心
で
き
る
思
想
と
思
っ
た
が
、
結
局
、
朱
子
学
は
反
満
思
想
家
に
利
用
さ
れ
だ
。
呂
留
良
が
朱
子
学
の
旗

を
あ
げ
て
「
夷
夏
の
防
」
の
理
論
を
高
揚
し
た
こ
と
は
、
大
き
な
シ
ョ
ッ
ク
を
与
え
た
。
呂
留
良
は
『
四
書
講
義
』
の
中
で
、
　
「
子
貢
曰

く
、
管
仲
仁
者
に
あ
ら
ん
や
」
　
（
『
論
語
』
憲
問
篇
）
の
文
章
を
め
ぐ
っ
て
次
の
よ
う
に
分
析
し
て
い
る
。

　
　
聖
人
の
こ
の
章
、
義
旨
甚
だ
大
な
り
。
君
臣
の
義
、
域
中
の
第
｝
の
事
、
人
倫
の
至
大
な
り
。
…
…
「
豊
島
選
り
せ
ば
」
の
句
を
看

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
れ
ば
、
一
部
の
春
秋
の
大
義
、
尤
も
君
臣
の
倫
よ
り
大
に
し
て
、
域
中
の
第
一
事
た
る
も
の
あ
り
。
故
に
管
仲
以
て
死
せ
ざ
る
べ
き
の

　
　
　
も
と

　
み
。
原
よ
り
是
れ
節
義
の
大
小
を
論
じ
、
解
れ
功
名
を
重
ぜ
ざ
る
な
り
。
　
（
『
四
書
講
義
』
巻
十
七
）

　
「
君
臣
の
義
」
を
強
調
し
て
現
在
の
秩
序
に
服
従
す
る
よ
う
に
う
た
っ
て
い
る
満
洲
支
配
者
に
と
っ
て
、
　
「
君
臣
の
倫
よ
り
大
に
し
て
、

一
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域
中
台
一
事
な
る
も
の
あ
り
」
と
い
う
論
調
は
何
よ
り
大
き
な
敵
で
あ
り
、
最
も
危
険
な
思
想
で
あ
る
。
曽
静
の
著
し
た
『
知
新
録
』
で

は
、
呂
留
目
の
言
い
方
よ
り
更
に
は
っ
き
り
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
、
孔
子
が
茎
蜂
を
許
す
の
は
、
　
「
蓋
し
華
夷
の
分
を
以
て
君
臣

の
倫
よ
り
大
に
す
」
　
（
『
大
義
覚
迷
録
』
巻
二
に
引
く
）
と
言
う
。
こ
れ
に
対
し
て
雍
正
朝
の
儒
臣
の
書
い
た
『
白
丁
留
良
四
書
講
義
』

は
、
　
「
域
中
の
義
、
君
臣
よ
り
大
に
す
る
こ
と
聾
し
」
　
（
「
下
論
」
の
巻
を
見
る
）
と
主
張
す
る
。
引
き
続
い
て
、
　
「
立
華
、
斉
禅
門
を

　
　
　
　
　
　
　
　
う

輔
佐
し
て
楚
の
国
を
伐
ち
、
楚
人
は
帖
服
し
て
盟
を
引
く
」
と
述
べ
る
。
管
下
が
、
　
「
公
子
の
傅
」
か
ら
桓
公
と
と
も
に
周
天
子
の
尊
を

守
る
こ
と
は
「
君
臣
の
大
義
」
　
（
同
前
）
の
為
で
あ
る
。
し
か
し
、
管
仲
は
勘
弁
公
を
輔
佐
し
て
南
征
し
て
楚
を
伐
つ
だ
け
で
な
く
、
北

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
う
む
　
じ
ん

に
山
戎
を
伐
ち
、
西
征
し
て
白
独
の
地
を
譲
う
こ
と
も
あ
る
。
だ
か
ら
、
　
「
管
翠
微
り
ぜ
ば
、
吾
れ
そ
れ
髪
を
被
り
柾
を
左
に
せ
ん
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
『_
語
』
憲
問
篇
）
と
。
朱
子
の
註
に
は
、
　
「
被
髪
、
左
柾
は
夷
秋
の
俗
」
と
言
っ
た
。
夷
秋
に
関
し
て
『
公
羊
伝
』
に
は
、
　
「
南
夷

　
　
　
　
　

と
北
秋
と
交
わ
り
、
中
国
、
絶
た
ざ
る
こ
と
線
の
若
き
」
　
（
僖
四
年
）
と
あ
る
。
雍
正
帝
の
群
臣
ら
が
、
　
「
北
秋
」
を
避
け
て
「
南
夷
」

だ
け
を
論
じ
る
の
は
、
政
治
色
が
鮮
明
に
出
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
呂
留
良
ら
は
、
朱
子
学
を
利
用
し
て
満
洲
支
配
者
に
反
対

し
、
逆
に
儒
臣
ら
は
朱
子
学
を
利
用
し
て
満
洲
支
配
者
を
擁
立
し
、
朱
子
学
は
権
威
性
を
失
っ
た
。

　
こ
れ
ら
の
事
情
に
つ
い
て
荒
木
見
悟
先
生
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。

　
　
こ
こ
に
は
、
在
野
の
朱
子
学
と
御
用
化
し
た
朱
子
学
と
の
対
立
と
い
う
注
目
す
べ
き
現
象
が
あ
り
、
こ
の
反
駁
書
に
見
ら
れ
る
朱
子

　
学
の
後
退
現
象
、
も
し
く
は
鈍
麻
現
象
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
雍
正
帝
時
代
の
一
端
と
、
雍
正
帝
の
思
想
を
探
る
こ
と
が
可
能

　
で
あ
ろ
う
。
　
（
『
陽
明
学
の
開
展
と
仏
教
』
二
七
七
頁
、
研
文
出
版
、
一
九
八
四
年
七
月
一
五
日
）

　
ま
た
、
天
の
原
意
志
が
呂
留
良
思
想
の
核
心
で
あ
る
と
分
析
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
留
良
思
想
の
核
心
と
な
っ
た
天
の
原
意
志
が
国
家
権
力
に
よ
っ
て
押
し
つ
ぶ
さ
れ
る
と
と
も
に
、
朱
子
学
そ
の
も
の
も
形
骸
化
し
て

　
行
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
　
（
同
前
、
二
九
一
頁
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
こ
の
御
用
化
か
ら
形
骸
化
へ
の
変
化
は
深
い
意
味
を
持
っ
た
。
実
に
雍
正
帝
は
彼
の
父
親
の
よ
う
に
朱
子
学
を
尊
崇
し
て
は
い
な
い
。

彼
は
諸
大
臣
の
『
駁
呂
留
良
四
書
講
義
』
の
刊
刻
請
求
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
っ
た
。

　
　
　
お
も
え
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

　
　
朕
、
以
ら
く
、
逆
賊
の
犯
す
所
は
、
朝
廷
の
大
法
な
り
。
諸
大
臣
の
駁
す
所
は
、
章
句
の
末
学
な
り
。
朕
惟
だ
至
公
を
撃
ち
、
以
て

　
法
を
執
り
、
而
し
て
著
書
者
の
醇
と
為
し
疵
と
為
す
と
曝
書
者
の
或
は
無
量
は
非
に
於
い
て
、
悉
く
天
下
の
公
論
、
後
世
の
公
評
を
聴

一
4
9一



　
く
。
朕
、
皆
之
を
置
い
て
問
わ
ざ
る
な
り
。
　
（
『
駁
呂
留
良
四
書
講
義
』
上
諭
）

　
つ
ま
り
、
雍
昌
泰
は
、
　
「
朝
廷
の
大
法
」
或
は
清
朝
の
支
配
を
心
配
す
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、
　
「
章
句
の
末
学
」
で
あ
り
、
朱

子
学
を
尊
崇
す
る
こ
と
を
も
含
め
て
全
部
大
切
な
事
で
は
な
い
。
　
「
章
句
の
末
学
」
と
い
う
と
、
勿
論
、
　
『
四
書
講
義
』
と
『
駁
重
留
良

四
書
講
義
』
の
中
で
の
王
学
を
批
判
す
る
こ
と
も
「
章
句
の
末
学
」
に
な
る
の
で
あ
る
。
　
『
下
呂
留
良
四
書
講
義
』
の
中
で
は
、
陸
王
心

学
に
対
し
て
寛
容
な
態
度
を
も
示
し
た
。
こ
の
局
面
で
は
、
心
学
が
存
在
で
き
る
可
能
性
を
与
え
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
と

　
一
方
、
雍
正
帝
は
仏
教
を
重
視
し
、
　
「
三
教
の
民
を
四
海
に
覚
え
る
や
、
理
、
同
じ
く
し
て
一
源
に
出
ず
。
道
、
並
び
行
な
わ
れ
て
惇

ら
ず
。
人
、
惟
だ
能
く
諮
然
と
し
て
貫
通
せ
ざ
る
の
み
。
是
に
於
い
て
、
人
、
各
々
心
を
異
に
し
、
心
、
各
々
見
を
異
に
す
」
　
（
『
文
献

叢
編
』
第
三
輯
『
清
世
宗
関
於
佛
学
之
論
旨
』
）
と
い
う
。
朱
子
学
者
ら
は
陸
王
心
学
を
批
判
す
る
時
、
多
く
の
場
合
、
禅
と
し
て
攻
撃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
れ

す
る
。
朱
子
は
陸
象
山
の
聖
賢
説
に
対
し
て
、
　
「
他
の
意
思
を
看
る
に
只
だ
是
れ
禅
」
　
（
朱
子
語
類
、
巻
百
四
）
と
し
、
そ
し
て
「
陸
子

静
の
学
ぶ
所
は
分
明
に
被
れ
禅
」
　
（
同
前
、
巻
百
十
六
）
と
指
摘
し
た
。
明
の
羅
欽
順
は
、
　
「
象
山
の
学
」
、
　
「
禅
に
非
ず
ん
ば
何
と
謂

わ
ん
や
」
　
（
『
困
知
録
』
巻
二
）
と
し
、
陳
建
は
、
陽
明
の
学
は
コ
字
も
仏
を
源
と
せ
ざ
る
こ
と
無
し
」
　
（
『
学
蔀
通
辮
』
巻
九
）
と
し

た
。
　
『
王
学
質
疑
』
に
寄
せ
た
陸
朧
其
序
に
は
、
陽
明
の
良
知
は
「
香
れ
仏
老
の
糟
粕
な
り
」
と
あ
り
、
張
烈
自
序
に
も
、
陽
明
は
「
儒

仏
合
一
、
祇
だ
其
れ
を
成
し
て
仏
と
為
す
」
と
非
難
し
た
。
三
州
帝
は
、
　
「
三
教
帰
一
」
、
　
「
理
、
同
じ
く
し
て
一
律
に
出
ず
」
、
　
「
道
は

　
　
　
　
　
　
も
と

並
び
行
わ
れ
て
惇
ら
ず
」
と
し
、
朱
王
の
論
争
を
含
め
て
の
道
学
を
「
章
句
の
末
学
」
と
す
る
か
ら
、
陸
王
心
学
に
対
す
る
圧
迫
も
緩
和

し
た
。
以
上
の
歴
史
的
情
勢
の
中
で
李
絨
（
穆
堂
）
は
最
後
の
心
学
者
と
し
て
登
場
す
る
。

　
李
絨
に
関
し
て
梁
敢
超
は
、
　
「
明
末
、
王
学
の
全
盛
の
時
、
王
学
を
追
随
し
た
人
物
に
対
し
て
は
、
私
達
は
甚
だ
嫌
悪
感
を
覚
え
る
。

清
の
康
雍
の
間
、
王
学
が
皆
の
攻
撃
す
る
的
と
為
っ
た
時
、
毅
然
と
し
て
王
学
を
以
て
自
任
す
る
者
が
あ
れ
ば
、
私
達
は
極
め
て
崇
拝
し

な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
」
　
（
『
中
国
近
三
百
年
学
術
史
』
第
五
章
）
と
褒
め
た
。
当
室
超
は
李
絨
の
個
人
的
品
格
を
高
く
評
価
し
て

「
清
朝
の
陸
王
学
派
に
は
ま
だ
人
物
が
あ
る
が
、
程
朱
学
派
に
は
絶
対
な
い
」
　
（
同
前
）
と
判
定
し
た
。
銭
穆
は
、
　
『
中
国
近
三
百
年
学

術
史
』
　
（
商
務
印
書
館
、
中
華
民
国
二
十
六
年
五
月
初
版
）
の
中
で
、
追
申
堂
の
為
に
一
章
を
設
け
て
「
嘉
落
俊
偉
、
光
明
盛
切
」
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
お
も
の

て
「
有
清
一
代
の
陸
王
学
者
の
第
一
の
重
鎮
」
　
（
該
書
、
第
七
章
）
と
誉
め
た
。
最
近
、
石
田
和
夫
氏
は
、
李
絨
に
つ
い
て
の
優
れ
た
論

考
『
清
儒
李
心
慮
』
　
（
『
日
本
中
国
学
会
報
』
第
四
十
一
集
）
を
発
表
し
て
い
る
。
以
上
の
研
究
の
結
果
を
踏
ま
え
て
心
学
の
終
焉
の
必
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然
性
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。
李
氏
は
康
、
雍
、
乾
の
三
朝
に
歴
任
し
た
が
、
彼
が
心
学
の
旗
を
掲
げ
た
の
は
、
雍
正
十
年
前
後
で
あ
る
。

と
い
う
の
は
、
彼
が
進
士
に
な
る
の
は
、
康
煕
四
十
八
年
三
十
二
歳
（
一
説
三
十
四
歳
）
の
時
で
、
五
十
九
年
に
内
閣
学
士
に
な
っ
た
。

そ
し
て
一
年
後
解
職
さ
れ
た
。
こ
の
間
に
学
術
未
熟
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
の
学
術
的
立
場
は
、
は
っ
き
り
し
な
い
。
と
に
か
く
、
彼
は
心

学
を
鮮
明
に
宣
言
し
て
は
い
な
い
。
彼
の
心
学
に
関
す
る
代
表
的
著
作
で
あ
る
『
陸
子
学
譜
』
、
　
『
朱
子
晩
年
全
勝
』
は
、
い
つ
れ
も
雍

正
十
年
の
作
で
あ
り
、
こ
の
時
か
ら
李
絨
は
陸
彫
心
学
者
と
し
て
知
ら
れ
る
。
李
氏
心
学
の
時
代
背
景
と
条
件
は
明
ら
か
で
あ
る
。
雍
正

六
年
、
曽
静
一
善
誘
良
案
が
起
き
、
雍
正
七
年
九
月
『
大
義
覚
迷
録
』
を
刊
刻
し
、
早
速
九
年
、
　
『
駁
呂
留
良
四
書
講
義
』
を
刊
刻
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

る
な
ど
の
こ
と
は
李
氏
心
学
と
の
関
係
が
深
い
で
あ
ろ
う
。
彼
も
、
　
「
陳
建
、
呂
留
良
輩
の
仰
ぎ
、
朱
子
を
妄
附
し
、
著
し
て
謬
書
と
為

し
、
陸
王
を
誠
誤
し
、
堪
忍
す
べ
か
ざ
る
に
至
る
」
　
（
『
引
戸
初
稿
』
巻
四
十
三
「
答
雷
庶
常
閲
傳
習
録
問
目
」
）
を
言
う
。
こ
れ
に
よ
っ

て
、
李
氏
心
学
の
存
在
条
件
が
伺
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
石
田
氏
は
、
李
氏
心
学
の
「
〈
良
知
全
侍
す
べ
し
〉
を
〈
良
知
全
く
は
侍
む
か
ら
ず
〉
へ
修
正
す
る
」
　
（
前
文
、
　
一
九
一
頁
）
こ
と
を

「
良
知
へ
の
信
頼
度
は
決
し
て
高
く
は
な
い
」
　
（
前
文
、
一
九
二
頁
）
と
断
じ
て
い
る
。
そ
し
て
「
五
達
道
」
　
（
君
臣
、
父
子
、
夫
婦
、

昆
弟
、
朋
友
の
五
倫
を
指
す
）
を
権
威
化
さ
せ
た
こ
と
は
「
権
力
の
維
持
強
化
の
具
と
し
て
利
用
さ
れ
た
」
　
（
前
文
、
一
九
三
頁
）
と
分

析
し
た
。
強
大
な
専
制
政
治
の
下
で
李
絨
は
自
ず
か
ら
「
五
達
道
」
の
制
限
で
良
知
の
生
命
力
を
奪
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
重
留
良
ら
の
朱
子
学
は
一
つ
の
朱
子
学
の
顔
と
言
え
、
ま
た
雍
正
宗
の
儒
臣
ら
の
朱
子
学
も
一
つ
の
朱
子
学
の

顔
と
言
え
ば
、
李
氏
の
『
朱
子
晩
年
詳
論
』
の
朱
子
学
の
顔
は
三
番
目
と
言
え
る
。
彼
は
、
　
「
差
し
世
、
止
だ
陸
王
の
疵
を
干
す
者
有
り
、

未
だ
朱
子
の
疵
を
摘
す
者
有
る
を
聞
か
ず
。
陸
王
の
疵
の
多
く
、
朱
子
の
み
独
り
疵
無
き
に
非
ざ
る
な
り
」
　
（
『
穆
堂
初
稿
』
巻
四
十
三
、

「
答
雷
庶
盲
唖
傳
牽
引
問
目
」
）
と
慨
嘆
し
、
陽
明
の
『
朱
子
晩
年
定
論
』
と
同
じ
よ
う
な
や
り
口
を
繰
り
返
し
、
　
『
朱
子
晩
年
全
論
』

を
編
集
し
た
。
王
陽
明
の
「
致
良
知
」
の
説
が
天
下
に
広
ま
っ
た
の
と
比
べ
、
李
氏
心
学
は
陸
王
の
説
を
繰
り
返
す
ほ
か
、
新
発
明
は
ほ

と
ん
ど
な
い
。
ま
た
、
雍
正
朝
に
は
、
朱
子
学
は
、
御
用
化
か
ら
形
骸
化
へ
と
変
化
し
、
形
式
的
に
存
在
す
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
李
氏
が

朱
子
学
を
陸
王
学
に
入
れ
た
こ
と
は
む
だ
な
努
力
で
あ
り
、
心
学
派
は
内
容
だ
け
で
な
く
、
形
式
的
に
も
消
滅
し
た
こ
と
を
表
し
た
と
い

え
る
。
中
央
集
権
の
専
制
主
義
の
下
で
、
知
識
人
が
政
治
家
と
し
て
登
場
し
て
独
立
人
格
を
守
る
の
は
不
可
能
で
あ
る
。
た
だ
思
想
家
と

し
て
の
知
識
人
は
、
宋
明
の
時
代
で
は
、
あ
る
程
度
、
独
立
人
格
を
持
っ
て
い
る
。
清
時
代
、
思
想
家
と
し
て
存
在
す
る
余
裕
が
な
く
て
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皆
、
完
全
に
王
権
の
従
属
に
な
っ
た
。
そ
の
上
に
康
煕
、
準
正
の
時
代
か
ら
、
文
字
の
獄
が
絶
え
問
な
く
、
知
識
人
は
現
実
か
ら
離
脱
し

て
古
典
を
整
理
す
る
叢
々
学
へ
歩
み
始
め
た
。
い
わ
ゆ
る
「
康
乾
盛
世
」
か
ら
始
ま
っ
た
「
乾
嘉
学
派
」
は
著
し
い
学
術
成
果
を
収
穫
し

た
が
、
思
想
の
分
野
か
ら
見
る
と
、
学
術
界
全
体
は
無
生
気
の
状
況
に
陥
っ
た
。

結
　
　
び

　
以
上
、
　
「
清
朝
前
期
の
心
学
」
を
め
ぐ
っ
て
清
時
代
の
康
煕
、
雍
正
二
朝
の
学
術
界
の
状
況
に
触
れ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
二
帝
の
全

面
的
な
分
析
で
は
な
い
。
こ
の
二
帝
に
関
す
る
著
作
、
論
文
及
び
資
料
は
非
常
に
多
い
。
特
に
近
年
、
レ
ベ
ル
の
高
い
研
究
が
増
加
し
て

い
る
。
こ
の
二
審
の
勤
勉
さ
、
そ
し
て
治
国
の
業
績
は
別
の
場
面
で
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
前
に
述
べ
た
よ
う
に
歴
史

人
物
は
歴
史
条
件
を
越
え
る
こ
と
が
な
く
、
二
塁
は
倶
に
異
民
族
と
し
て
中
国
を
支
配
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
過
程
に
大
切
な
も
の
は
、

軍
事
の
優
位
性
と
文
化
の
劣
等
感
と
い
う
二
重
性
格
で
あ
る
。
平
和
が
来
る
と
共
に
文
化
の
劣
等
感
は
徐
徐
に
深
ま
っ
て
、
支
配
者
は
綱

紀
を
粛
正
し
て
異
端
を
取
締
ま
る
政
策
を
導
入
し
た
。
本
論
で
見
た
心
学
の
終
焉
も
こ
の
結
果
で
あ
る
。

　
今
日
、
満
洲
族
は
中
国
に
お
け
る
多
民
族
の
一
つ
で
あ
り
、
今
日
ま
で
の
歴
史
を
客
観
的
に
研
究
す
る
の
は
、
意
味
深
い
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

と
い
う
の
は
、
満
洲
族
は
中
国
の
歴
史
上
、
主
役
と
し
て
二
回
登
場
し
た
。
こ
の
二
回
の
登
場
は
、
経
済
に
し
ろ
、
政
治
に
し
ろ
、
思
想

に
し
ろ
、
文
化
に
し
ろ
、
血
と
火
そ
し
て
血
と
涙
が
操
っ
た
歴
史
で
あ
っ
た
。
特
に
清
時
代
の
二
百
七
十
年
近
く
中
国
を
支
配
し
た
歴
史

は
、
文
化
の
結
合
の
歴
史
で
あ
り
、
苦
痛
な
る
歴
史
で
あ
っ
た
。
こ
の
結
合
の
中
に
、
満
洲
族
は
自
分
の
文
字
、
習
慣
を
遺
棄
し
て
民
族

の
名
称
だ
け
を
残
し
た
。
現
在
、
清
時
代
の
歴
史
を
研
究
す
る
時
、
満
洲
族
の
文
字
を
知
る
人
は
甚
し
く
少
な
い
。
一
方
漢
民
族
の
圧
迫

さ
れ
た
思
想
文
化
は
長
時
間
停
滞
し
て
前
進
し
な
い
。
ア
ヘ
ン
戦
争
の
直
前
、
襲
自
珍
の
よ
う
な
有
識
者
は
「
万
馬
苔
癬
」
の
よ
う
な
恐

ろ
し
い
局
面
に
直
面
し
て
「
我
、
天
公
を
勧
め
て
重
ね
て
料
細
し
、
一
格
を
拘
ま
ず
し
て
人
材
を
降
す
」
と
呼
び
か
け
た
が
、
国
民
の
大

多
数
は
自
覚
無
く
、
百
年
以
上
の
暗
黒
時
代
に
入
り
込
ん
だ
。

　
最
後
に
思
想
史
か
ら
考
え
る
と
、
清
時
代
、
心
学
が
終
焉
し
、
ま
た
宋
明
理
学
全
体
が
生
命
力
を
失
っ
て
「
乾
薬
食
接
学
」
が
主
役
と

し
て
登
場
す
る
の
は
、
中
国
の
伝
統
哲
学
が
最
終
段
階
を
迎
え
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
は
中
西
文
化
が
衝
突
す
る
時
、
明
白
に
表
れ

「
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た
。
そ
の
時
か
ら
、
先
哲
、
先
覚
達
は
西
洋
思
想
を
学
び
な
が
ら
、
こ
れ
を
中
国
に
導
入
し
て
中
国
近
代
史
を
開
い
た
。

［
注
］（

1
）
　
拙
論
『
王
陽
明
思
想
の
一
考
察
』
　
（
九
州
大
学
中
国
哲
学
論
集
、
第
十
七
期
）
を
参
照
。

（
2
）
　
拙
論
『
王
陽
明
思
想
の
展
開
と
明
末
の
社
会
』
　
（
九
州
中
国
学
会
報
、
第
三
十
巻
）
を
参
照
。

（
3
）
　
（
2
）
と
同
じ
。

（
4
）
　
明
の
投
降
し
た
将
軍
呉
三
桂
、
尚
可
喜
、
歌
精
忠
の
乱
を
指
す
。

（
5
）
　
羅
爾
綱
著
『
緑
螢
兵
志
』
九
～
十
頁
（
中
華
書
局
、
一
九
八
四
年
第
一
版
）
所
収
の
、
三
雲
事
件
時
の
、
八
丁
兵
の
戦
力
に
関
す
る
資
料
を
参
照
。

（
6
）
　
こ
の
戦
争
時
間
は
雍
正
七
年
二
月
か
ら
十
二
年
で
あ
っ
た
。

（
7
）
鹿
継
善
の
言
葉
は
『
明
儒
学
案
』
巻
五
十
四
、
諸
儒
学
案
下
二
を
参
照
。
原
文
は
、
　
「
吾
輩
讃
有
毒
野
曝
、
却
要
識
没
字
音
理
、
理
豊
平
語
言
文
字

　
　
哉
」
。

（
8
）
　
湖
南
省
永
興
県
の
人
爵
静
が
、
そ
の
徒
張
煕
を
し
て
、
書
を
当
時
の
陳
西
総
督
岳
鍾
墳
に
投
ぜ
し
め
、
反
満
運
動
へ
の
騒
起
を
懲
歯
し
た
こ
と
。

（
9
）
　
最
近
出
版
さ
れ
た
楊
英
傑
氏
の
『
出
代
満
族
風
俗
史
』
　
（
遼
寧
人
民
出
版
社
、
一
九
九
一
年
九
月
第
一
版
）
に
は
、
満
洲
族
は
、
唐
時
代
の
渤
海
国

　
　
を
含
め
て
三
回
政
権
を
樹
立
し
た
と
主
張
す
る
。
　
（
田
畠
、
二
～
三
頁
）
。
渤
海
国
に
関
し
て
は
、
い
ろ
い
ろ
な
論
説
が
あ
る
。
こ
の
説
は
成
立
し
て

　
　
も
、
渤
海
国
は
中
国
の
中
心
部
の
主
な
政
権
で
は
な
く
、
一
つ
の
遠
い
辺
境
地
方
政
権
と
し
て
存
在
し
た
。
主
役
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
補
注
）
　
梁
啓
超
は
清
朝
の
乾
隆
期
ま
で
の
学
術
を
破
壊
的
方
面
と
建
設
的
方
面
と
に
分
け
た
。
破
壊
的
方
面
に
つ
い
て
は
次
の
五
つ
。
O
、
程
朱
を
後
ろ

　
　
　
だ
て
に
し
て
陸
王
を
破
壊
す
る
（
陸
朧
其
、
稼
書
）
。
O
、
王
学
だ
け
で
な
く
、
宋
学
全
体
を
攻
撃
す
る
。
　
（
表
面
上
、
王
学
を
擁
護
す
る
）
　
（
毛

　
　
　
奇
齢
、
西
河
）
。
日
、
朱
学
に
接
近
し
て
王
学
末
流
を
攻
撃
す
る
。
　
（
顧
炎
武
、
亭
林
）
四
、
宋
学
全
体
を
総
攻
撃
す
る
。
　
（
費
密
、
燕
峰
・
顔
弓
、

　
　
　
習
齋
）
。
㈲
、
程
朱
の
解
経
方
法
を
攻
撃
す
る
（
恵
棟
、
定
宇
）
。
建
設
的
方
面
に
つ
い
て
は
次
の
六
つ
。
e
、
王
学
を
継
承
す
る
。
　
（
孫
奇
逢
、
夏

　
　
　
峰
）
。
口
、
王
学
を
発
明
す
る
（
黄
宗
義
、
梨
洲
）
。
日
、
程
朱
を
尊
敬
す
る
。
　
（
同
心
武
）
。
四
、
朱
を
非
と
し
王
を
非
と
す
る
（
王
夫
之
、
船
山
）
。

　
　
　
㈲
、
程
朱
を
尊
崇
し
、
そ
の
学
を
海
外
に
伝
え
る
（
朱
之
喩
、
宍
粟
）
。
㈹
、
朱
に
反
し
王
に
反
す
（
顔
元
、
習
齋
）
。
　
（
『
飲
水
室
温
集
』
専
集
第

　
　
　
　
二
十
四
珊
「
儒
学
哲
学
」
第
五
章
「
二
千
五
百
年
儒
学
変
遷
概
略
」
下
）
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